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第2章  対象事業の目的及び内容 

2.1 対象事業の目的 

東日本大震災の経験を経て、わが国では国民全般にエネルギー供給に関する懸念や問題意識がこ

れまでになく広まったため、エネルギー自給率の向上や地球環境問題の改善に資する再生可能エネ

ルギーには、社会的に大きな期待が寄せられている。 

令和 3 年に閣議決定された「第 6次エネルギー基本計画」においても、再生可能エネルギーに対

して、脱炭素で国内自給可能なエネルギー源として重要な位置付けがなされている。 

岡山県では、平成 29 年に「新岡山県環境基本計画 第 2次改訂版（エコビジョン 2020）」を策定

した。その中の主要施策の一つである「地球温暖化対策」において「太陽光発電の導入促進」があ

げられており、晴れの国の特長を生かし、大規模太陽光発電設備の設置等を通じて太陽光発電量の

増大が図られた。その後、令和 3 年に「岡山県環境基本計画（エコビジョン 2040）」が策定され、

太陽光発電について、一層の導入が進むよう取組を推進するとされている。また、平成 29 年には県

民の安全で安心な生活の確保に配慮した太陽光発電の普及及び拡大を目的として、おかやま新エネ

ルギービジョン（改定版）」の重点分野に太陽光発電が位置づけられ、家庭や地域への太陽光発電の

導入拡大を図るとともに、令和元年には県民の安全で安心な生活の確保に配慮した太陽光発電の普

及及び拡大に寄与することを目的に「岡山県太陽光発電施設の安全な導入を促進する条例」(令和

元年 7 月、岡山県)が制定されている。 

さらに、本事業の実施区域がある真庭市では、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与すること

を目的として、「真庭市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例」(平成 27

年 1 月、真庭市)を制定し、特色ある景観、豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全、形成

と、急速に普及が進む、発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図るために、必要

な事項を定めている。 

本事業は、上記の社会情勢に鑑み、安定的かつ効率的な再生可能エネルギー発電事業を行うとと

もに、「晴れの国」といわれる岡山県の特徴を生かした太陽光発電により、微力ながら安全安心に配

慮した電力の供給に寄与すること、また、地域に対する社会貢献を通じた地元の振興に資すること

を目的とする。 

 

2.2 対象事業の内容 

特定対象事業の名称 

（仮称）真庭太陽光発電事業 

 

特定対象事業により設置される発電所の原動力の種類 

太陽電池 

 

特定対象事業により設置される発電所の出力 

太陽電池発電所出力：最大 68,640kW 程度（交流）、71,650kW程度（直流） 

太陽電池の単機出力：単機出力 585W 

太陽電池の数量  ：最大 12.2 万枚程度 
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対象事業実施区域 

対象事業実施区域の位置 

・対象事業実施区域：岡山県真庭市福谷、神代、荒田周辺 

・対象事業実施区域の面積：約 186ha 

対象事業実施区域の位置は図 2.2.4-1 (1)～図 2.2.4-1 (3)に示すとおりである。 

環境影響評価方法書以降の太陽光パネルの配置及び造成計画の具体化に伴い、災害防止及び環

境への影響の観点から、太陽光パネルの配置については対象事業実施区域南側の A 区のみとし、

北側の B 区には配置しない計画に変更した。 

なお、B 区には太陽光パネルの配置は行わないが、既存の調整池の浚渫等の工事が計画されてい

るため、引き続き B 区も対象事業実施区域とした。 

 

対象事業実施区域の土地利用の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の土地利用状況（航空写真）は、図 2.2.4-2 に、土地利用状況

の現地踏査時の写真は表 2.2.4-1(1)及び表 2.2.4-1(2)に示すとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲の土地利用状況は、山林、ゴルフ場、水田、畑地などである。 
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図 2.2.4-1 (1) 対象事業実施区域位置図（広域） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.4-1 (2) 対象事業実施区域位置図（真庭市）  
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①～⑩は表 2.2.4-1（1）及び表 2.2.4-1（2）に対応する。 

 

図 2.2.4-1 (3) 

対象事業実施区域位置図 

（真庭市福谷地区ほか） 
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撮影：2020年 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.4-2 

対象事業実施区域及びその周囲 

の土地利用状況（航空写真） 
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表 2.2.4-1(1) 対象事業実施区域及びその周囲の状況（撮影：2020 年 10 月） 

①対象事業実施区域北東側 
（福谷地区：第七部福谷消防詰所） 

②対象事業実施区域北西側 
（神代地区から対象事業実施区域を望む） 

  

③対象事業実施区域南側 
（荒田地区：荒田コミュニティセンター） 

④対象事業実施区域内 
（B 区北東調整池） 

  

⑤対象事業実施区域内 
（B 区中央調整池） 

⑥対象事業実施区域内 
（A 区対象事業実施区域北西から南東を望む） 

  

⑦対象事業実施区域内 
（A 区対象事業実施区域南西から北東を望む） 

⑧福谷川（上流側を望む） 
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表 2.2.4-1(2) 対象事業実施区域及びその周囲の状況（撮影：2020 年 10 月） 

⑨新庄川 
（上流側を望む） 

⑩勝山運動公園 
（対象事業実施区域方向を望む） 

  

 

特定対象事業の主要設備の配置計画その他の土地の利用に関する事項 

主要設備の配置計画 

主要設備の配置計画は図 2.2.5-1に示すとおりである。 

太陽光パネルの設置範囲は、主にゴルフ場のフェアウェイ、グリーンを造成する計画とし、周辺

の樹林及びコース間の樹林は極力伐採しない計画とした。また、パワーコンディショナー、変電設

備は住宅からの距離を考慮して、十分に離れた位置に設置する計画とした。 

 調整池については既存の調整池を拡張又は浚渫する計画とした。 

 

 



 

2-8 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.5-1 

主要設備の配置計画図  

Ａ区 

Ｂ区 
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調整池 

調整池は土砂と雨水の流出を抑制し、河川への流出量を調整する施設である。調整池からの排水

は、沢を経由して一級河川新庄川及び一級河川福谷川に放流される。雨水はすべて調整池に流入

させることを基本とする。 

対象事業実施区域内の既存のゴルフ場には 5 か所の調整池が設置されており、これらの調整池

を拡張又は浚渫して使用する計画である。 

各調整池の諸元は表 2.2.5-1 に、集水域は表 2.2.5-2 及び図 2.2.5-2 に示すとおりである。 

流域①は調整池 D に流入後、福谷川に放流される。流域②は調整池 C に流入後、福谷川に放流

される。流域③は調整池 A-1 に流入後、A-2 を経由して新庄川に放流される。流域④は調整池 A-2

に流入後、新庄川に放流される。流域⑤については調整池 B に流入したのち、新庄川に放流され

る。 

調整池の一般図及び調整池の断面図は図 2.2.5-3～図 2.2.5-12 に示すとおりである。 

 

表 2.2.5-1 調整池の諸元 

調整池 No. 
流域面積 
（ｍ2） 

調整池 
面積(HWL) 
（ｍ2） 

計画 

調整池容量 
（HWL）注 1） 

（㎥） 

3 年分の 

堆積土砂量 
（㎥） 

最低 

調整池容量 

（LWL）注 2） 
（㎥） 

A-1 493,000 15,112 61,254 22,784 23,314 

A-2 76,200  2,869 11,882 2,552  2,710 

B 332,500 11,092  37,132 13,489 13,721 

C 594,400 9,640  50,035 13,383 13,644 

D 228,400 9,547  36,412 4,291  4,297 

注 1）調整池の計画調整池容量（水＋土砂の容量）HWL：ハイウォーター  

注 2）調整池の計画上の最低の水位。堆砂容量が水平に堆砂したときの容量 LWL：ローウォーター 

 

表 2.2.5-2 調整池別集水域一覧 

 

 

 

 

 

 

 

  

集水域 調整池 放流河川 

流域① D 福谷川 

流域② C 福谷川 

流域③ A-1 新庄川 

流域④ A-2 新庄川 

流域⑤ B 新庄川 
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図 2.2.5-2 集水域図 

 

  

調整池 D 

調整池 C 

調整池A-2 

調整池A-1 

調整池 B 
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図 2.2.5-3 調整池一般図（A-1）  
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図 2.2.5-4 調整池断面図（A-1）  
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図 2.2.5-5 調整池一般図（A-2）  
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図 2.2.5-6 調整池断面図（A-2）  
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図 2.2.5-7 調整池一般図（B）  
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図 2.2.5-8 調整池断面図（B）  
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図 2.2.5-9 調整池一般図（C）  
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図 2.2.5-10 調整池断面図（C）  
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図 2.2.5-11 調整池一般図（D）  
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図 2.2.5-12 調整池断面図（D）  
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工事の実施に係る工法、期間及び工程計画に関する事項 

工事期間及び工事工程 

工事工程表は表 2.2.6-1 に示すとおりであり、工事期間は約 2 年の計画である。 

・建設工事期間：着工～着工後 1年 6 か月（令和 7 年 1月～令和 8年 6 月頃を予定） 

・試験運転期間：着工後 1 年 11 か月～1 年 12 か月（令和 8 年 11 月～令和 8 年 12 月頃を予定） 

・営業運転開始：着工後 1 年 11 か月～1 年 12か月目（令和 8 年 12 月末頃を予定） 

 

表 2.2.6-1 工事工程表 

工事名 
            月 

工事種別 

工事開始 1年目 工事開始 2年目 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

造成・基礎

工事 

準備工事 

（伐採抜根） 
                                                

仮設・防災工事 

（調整池工事） 
                                                

切土・盛土工事                                                 

排水工事                                                 

緑化工事                                                 

フェンス工事                                                 

架台・据付

工事 

太陽光パネル 

架台・設置工事 
                                                

パワーコンディショ

ナー基礎・設置工事 
                                                

電気工事 

電気設備工事                                                 

特別高圧 

変電設備工事 
                                                

連系接続                                                 

使用前自主検査・ 

試運転  
                                                

運転開始                                                 
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主要な工事の方法及び規模 

工事内容 

対象事業実施区域における主要な工事内容は表 2.2.6-2に、各工種の主要建設機械及び車両は

表 2.2.6-3に示すとおりである。 

 

表 2.2.6-2 主要な工事内容 

工事 工事内容 

造成・基

礎工事 

準備工事（伐採抜根） 機材搬入路、管理用道路の設置等 

仮設・防災工事 調整池工事 

切土・盛土工事 切土、盛土による整地等 

排水工事 U 字溝など排水設備の設置 

緑化工事 裸地に播種をするなど早期緑化 

フェンス工事 フェンスの設置工事 

架台・据

付工事 

太陽光発パネル架台・設置工事 

杭工法による杭の打設、杭上に太陽電池設置架台の組立 

※地盤強度が不足の場合には、杭の打設箇所を地盤改良する 

南面に向け傾斜をつけた架台に太陽電池を設置 

パワーコンディショナー基礎・設置工

事 
パワーコンディショナーの基礎、設置工事 

電気工事 

電気設備工事 

パワーコンディショナーから変電所までの交流結線 

※道路を交差する際は電柱又は埋設による敷設（今後の行政と

の協議による） 

太陽電池間、太陽電池から太陽電池列毎の電線を取りまとめる

接続箱間、接続箱とパワーコンディショナー間を電流、電圧に

相応しい直流電線により結線 

特別高圧変電設備工事 

特別高圧系統に接続する為の施設工事 

※主に電圧を変更する変圧器、緊急時に電気を止めるための遮

断器、異常を検知する為の継電器及び接続するための鉄構から

なる 

連系接続 中国電力株式会社の接続地点（既設鉄塔）へ送電線を接続する 

使用前自主検査・試運転 自主検査・試運転の実施 

運転開始 - 

 

表 2.2.6-3 各工種の主要建設機械及び車両 

工事種別 主要建設機械 

造成・基

礎工事 

準備工事（伐採抜根） バックホウ、ブルドーザ、ダンプトラック 

仮設・防災工事 バックホウ、ブレーカー、ダンプトラック、大型トラック 

切土・盛土工事 

バックホウ、ブレーカー、リッパー、ダンプトラック、重ダン

プ、ブルドーザ、コンクリートミキサー車、コンクリートポン

プ車、モーターグレーダー、マカダムローラー、コンバインド

ローラ―、大型トラック 

排水工事 
バックホウ、ラフタークレーン、ダンプトラック、大型トラッ

ク 

緑化工事 大型トラック 

フェンス工事 大型トラック、ラフタークレーン 

架台・据

付工事 

太陽光パネル架台・設置工事 杭打機、ラフタークレーン、大型トラック 

パワーコンディショナー基礎・設置工事 杭打機、ラフタークレーン、大型トラック 

電気工事 

電気設備工事 
ユニック、大型トラック、コンバインドローラー（10t）、キャ

リアダンプ、バックホウ、ブレーカー、クレーン、トレーラー 

特別高圧変電設備工事 

ユニック、大型トラック、ミキサー車、コンバインドローラー

（10t）、キャリアダンプ、バックホウ、ブレーカー、クレーン、

トレーラー 

連系接続 ユニック、大型トラック 

使用前自主検査・試運転 - 

運転開始 - 
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工事用仮設備の概要 

工事期間中は、対象事業実施区域内に仮設の工事事務所及び作業員のための仮設休憩所並びに

汲み取り式の仮設トイレを設ける。 

 

工事用道路及び付け替え道路 

工事用道路については、市道神代福谷線への接続とし、接続部は既存の道路を使用する。 

また、工事用道路については 図 2.2.5-1 に示す管理用道路のとおり、幅員 5m または 3.5m、延

長 9,860m を予定している。なお、本事業による付け替え道路の計画はない。 

 

工事用資材等の運搬の方法及び規模 

運搬ルート 

太陽電池パネルその他の工事用資材等の搬出入路は、図 2.2.6-1 に示すとおりであり、工事関

係車両の台数は表 2.2.6-4 に示すとおりである。 

工事関係車両は国道 181 号を経由し、市道神代福谷線を経て対象事業実施区域に至ることを計

画している。 

 

表 2.2.6-4 工事関係車両の走行台数（日最大台数） 

道路名 走行台数（台/日） 

市道神代福谷線 30 

一般国道 181 号 30 

注 1)走行台数は、大型車の片道交通量を示す。 

注 2)走行台数は、各道路に工事関係車両の全てが走行すると想定した。 

 

主要な工事資材等 

主要な工事資材は表 2.2.6-5 に示すとおりである。 

造成、基礎工事ではフェンス、U型水路などの搬入、架台・据付工事では太陽光パネル架台、パ

ワーコンディショナー架台、太陽光パネル、パワーコンディショナーの搬入を予定している。 

 

表 2.2.6-5 工事種別の搬入資材 

工事種別 搬入資材 

造成・基礎工事 フェンス、U型水路、鉄筋等 

架台・据付工事 太陽光パネル架台、パワーコンディショナー架台、 

太陽光パネル（約 12.2万枚）、パワーコンディショナー

（17 台）、昇圧変圧器（17 台） 

電気工事 変圧器、遮断機、電灯等 
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図 2.2.6-1  

工事関係車両走行ルート図 

 

 

出典：「国土数値情報（国土交通省 HP 
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-N02-v2_3.html) 

令和 2 年 4月閲覧、 
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土地使用面積 

土地使用面積は表 2.2.6-6 に、土地使用計画図は図 2.2.6-2 に示すとおりである。 

対象事業実施区域に占める面積が最も多いのは、残置森林 119.89ha（64.6％）であり、次いで、

太陽光発電用地 54.13ha（29.2％）、調整池 4.83ha（2.6％）の順である。 

太陽光発電用地は、既存のゴルフ場のフェアウェイ、グリーンを造成し、既存の森林を極力伐採

しない造成計画とした。また、既存の調整池を拡張、浚渫して使用する計画とし、沈砂池等を新た

に設置しない計画とした。 

 

表 2.2.6-6 対象事業実施区域の土地使用面積 

項 目 合計（ha） 割合（％） 

太陽光発電用地 54.13 29.2 

調整池 4.83 2.6 

変電設備注 1)、造成法面 2.15 1.2 

管理道路、擁壁 3.85 2.1 

造成森林 0.76 0.0 

残置森林等 119.89 64.6 

対象事業実施区域合計 185.61 100.0 

注 1）変電設備内には、主変圧器を設置する。 

注 2）最小位の四捨五入に伴い、各項目の合計が、計の値と合わない場合がある。 
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図 2.2.6-2 土地使用計画図 

  

Ａ区 

Ｂ区 
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騒音及び振動の主要な発生源となる機器の種類及び容量 

騒音及び振動の主要な発生源となる機器の種類及び容量は表 2.2.6-7 に示すとおりである。 

 

表 2.2.6-7 騒音及び振動の主要な発生源となる機器の種類及び容量 

使用機械 規格 

バックホウ 1.4㎥ 

バックホウ 0.7㎥ 

バックホウ 0.45㎥ 

バックホウ 0.25㎥ 

重ダンプ  40t級 

ダンプトラック  10t 

ブルドーザ  44ｔ級 

大型トラック 10ｔ 

ロードローラー 4t 級 

タイヤローラー 4t 級 

マカダムローラー 4t 級 

コンバインドローラー 4t 級 

ラフタークレーン 25ｔ 

杭打機 － 

 

工事中の排水に関する事項 

雨水排水について 

本事業における排水計画は図 2.2.6-3 に、排水流域図は図 2.2.6-4 に示すとおりである。 

造成前に造成区域の周囲に土砂流出防止柵を設置し、工事中の場外への土砂流出を防ぐ。さら

に造成が終わった区域から造成区域の周囲に U 型水路（300×300mm）を設置し、調整池流域外へ

の濁水の流出を防ぐとともに、幹線水路（U 型水路）を設置し、雨水を調整池へ導くものとする。 

造成法面には小段を配置し、小段ごとに排水溝を設けることで、法面崩壊を防止する。 

いずれの造成区域においても、降雨時の濁水の発生・流出を低減するために主に以下の対策を

行う計画である。 

・造成後は速やかに植生吹付等の緑化対策を実施し、降雨時における裸地からの濁水の流出を

低減する。 

・定期的に見回りを行い、法面及び調整池の適切な維持管理に努めるとともに、大雨の後には

排水施設や調整池の機能に問題がないか確認する。 

調整池の排水計画 

造成工事においては、開発による流出水の増加に対処するため調整池工事を先行し、降雨時に

おける濁水の流出を低減する。 

事業実施に伴う排水対策としては、既設の 5箇所の調整池を拡張及び浚渫して使用する。 

対象事業実施区域の雨水排水は調整池（A-1、A-2、B、C、D）に集約され、調整池で一時貯留

することにより土砂を沈降させるなどし、周辺の河川や沢への濁水の流出防止を図る計画とす

る。 
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排水は調整池 C 及び調整池 D については福谷川へ、調整池 A-1、調整池 A-2 及び調整池 B は新

庄川へ放流される。なお、A-1 放流口からの放流水は、現況地形に沿って A-2 調整池へ流入する。 

なお、調整池については定期的な浚渫を行い、容量を確保する計画である。浚渫頻度について

は、事業開始後の調整池の土砂の堆積状況により決定する。 
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図 2.2.6-3 排水計画図  
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図 2.2.6-4 排水流域図 

  

調整池 D 

調整池 C 

調整池A-2 

調整池A-1 

調整池 B 
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切土、盛土その他の土地の造成に関する事項 

土地の造成の方法及び規模 

本事業による造成・基礎工事内容は表 2.2.7-1 に示すとおりである。また、造成の範囲につい

ては図 2.2.7-1 に示すとおりである。なお、断面図については図 2.2.7-2及び図 2.2.7-3 に示す

とおりである。 

 

表 2.2.7-1 造成・基礎工事内容 

工事 工事内容 

造成・基礎
工事 

準備工事（伐採抜根） 機材搬入路、管理用道路の設置等 

仮設・防災工事 調整池工事 

切土・盛土工事 切土、盛土による整地等 

機材搬入路及び管理道路整備 機材搬入路、管理道路の整備等 
排水工事 U 字溝など排水設備の設置 
緑化工事 裸地に播種をするなど早期緑化 

フェンス工事 フェンスの設置工事 
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図 2.2.7-1 切土・盛土計画平面図 

  （図 2.2.7-2 及び図 2.2.7-3 参照） 
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切土、盛土に関する事項 

切土・盛土の集計表は表 2.2.7-2 に示すとおりである。切土と盛土の土量は 4,218m3不足とな

っているが、切土以外に排水路設置に伴う掘削土が発生する。 

排水路設置に伴い発生する土量は表 2.2.7-3に示すとおりである。管路断面×延長の掘削土が

発生することにより、10,915 m3程度の掘削土が生じる。 

したがって、全体で 6,697 m3の残土が発生するが、残土は造成エリアに敷き均し、場外への搬

出は行わないこととする。 

 

表 2.2.7-2 土量集計表 

項目 土量（m3） 

切土 843,698 

盛土 847,915 

切土-盛土 -4,218 

排水路設置に伴う掘削土  10,915 

残土   6,697 

 

表 2.2.7-3 排水路設置に伴う掘削土 

排水路規格 延長（m） 掘削土（m3） 

U-300×300 17,737.4 1,596 

U-400×400 741.5 119 

U-500×500 1,159.0 290 

U-600×600 1,956.0 704 

U-700×700 2,395.8 1,174 

U-800×800 1,274.4 816 

U-900×900 546.1 442 

U-1000×1000 551.2 551 

U-1100×1100 1,077.9 1,304 

U-1200×1200 156.5 225 

U-1300×1300 70.0 118 

U-1400×1400 239.0 468 

U-1600×1600 719.5 1,842 

U-1700×1700 57.1 165 

U-1800×1800 239.4 776 

U-1900×1900 90.0 325 

 合計 29,010.8 10,915 
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樹木伐採の場所及び規模 

樹木の伐採場所は図 2.2.7-4 の改変区域に示すとおりである。 

伐採規模については表 2.2.7-4 に示すとおりであり、改変区域全体の約 4 割を二次林が占めて

いる。 

 

表 2.2.7-4 事業実施による植生の改変面積 

環境類型 

区分 
群落 

対象事業実施区域 改変区域 

面積 

（ha） 

面積比率 

（%） 

面積 

（ha） 

面積比率 

（%） 

自然林に 

近い二次林 

アラカシ群落 0.06 0.03 0.00 0.00 

小計 0.06  0.03  0.00  0.00  

二次林 

コバノミツバツツジ－アカマツ群落 14.11  7.60  4.16  6.33  

アベマキ－コナラ群落 81.45  43.88  18.68  28.43  

クサイチゴ－タラノキ群落 9.79  5.27  1.60  2.43  

小計 105.36  56.76  24.44  37.19  

植林地 

スギ・ヒノキ植林 27.64  14.89  0.78  1.18  

テーダマツ植林 1.70  0.92  1.04  1.58  

マダケ・ハチク林 0.23  0.12  0.18  0.28  

モウソウチク林 0.55  0.30  0.21  0.32  

小計 30.12  16.23  2.21  3.36  

草地 

・低木林 

ウツギ群落 2.16  1.16  0.82  1.24  

クズ群落等 0.60  0.32  0.16  0.24  

ケネザサ群落等 1.77  0.95  0.71  1.08  

ススキ群落 0.68  0.37  0.22  0.33  

小計 5.21  2.80  1.90  2.90  

耕作地等 

水田雑草群落 0.03  0.02  0.00  0.00 

果樹園 0.10  0.06  0.00  0.00 

小計 0.14  0.07  0.00  0.00  

ゴルフ場 
ゴルフ場・芝地 39.12  21.07  32.81  49.92  

小計 39.12  21.07  32.81  49.92  

市街地等 

路傍・空地雑草群落 0.61  0.33  0.27  0.42  

法面植生 0.28  0.15  0.01  0.01  

植栽帯・植樹帯 0.68  0.37  0.39  0.60  

建築物・人工構造物 1.35  0.73  1.26  1.92  

舗装道路 0.52  0.28  0.49  0.75  

小計 3.44  1.85  2.44  3.71  

ため池 

・河川 

オノエヤナギ群落 0.06  0.03  0.06  0.09  

ネコヤナギ群落 0.06  0.03  0.06  0.10  

フトヒルムシロ群落 0.01  0.01  0.004  0.01  

ガマ・ヤマトミクリ群落等 0.53  0.29  0.53  0.81  

ミゾソバ群落等 0.39  0.21  0.21  0.32  

開放水域 1.13  0.61  1.06  1.62  

小計 2.18  1.18  1.93  2.93  

合計 185.61  100.00  65.73  100.00  

注 1)各植生面積及び割合は、四捨五入のため、合計が合わない場合がある。 

注 2)環境類型区分は現地調査を基に区分したものである。 

注 3)アラカシ群落は、現地調査において先駆性種が比較的多く生育しており、人為的影響が考えられたため、自然林に

近い二次林とした。 
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図 2.2.7-4 対象事業実施区域の 

改変区域 
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工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

工事に伴う産業廃棄物の種類及び量は表 2.2.7-5 に示すとおりである。 

 

表 2.2.7-5 工事に伴う産業廃棄物の種類及び量 

廃棄物 
発生量 
（ｔ） 

有効利用量 
（ｔ） 

最終処分量 
（ｔ） 

処理方法等（予定） 

伐採木等 

幹材  2,168  2,168 0 
幹材は、そのまま利用可
能なものは有価物とし
て売却し再利用する。利
用できないものや枝条・
根は、中間処理施設にて
チップ化して再利用す
る。 

枝条・根  1,127  1,127 0 

太陽光パネル 
梱包材等 

段ボール 28,116 28,116 0 運搬業者の持ち帰りに
よる再利用及び産業廃
棄物処理業者に委託し、
中間処理及び再利用を
行う。 廃プラスチック類  2,132  2,132 0 

 

当該土石の捨て場又は採取場に関する事項 

土捨て場の場所及び量 

対象事業実施区域内で切土と盛土が概ね同量となるよう調整し、土石の搬入及び残土の搬出を

一切発生させない計画であり、土捨て場は利用しない。 

 

材料の場所及び量 

盛土には対象事業実施区域内の切土に伴う発生土を利用することから材料の採取は行わない。 
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供用開始後の定常状態における操業規模に関する事項 

発電所の主要設備の概要 

施設の設備諸元は表 2.2.9-1 に、導入予定の太陽光発電設備は表 2.2.9-2 に示すとおりであ

る。 

太陽光パネル及び変電施設等の設置位置は、図 2.2.9-1に示すとおりである。 

太陽電池で発電された直流の電気は、パワーコンディショナーで交流に変換され、昇圧変圧器、

主変圧器を経て昇圧される。 

太陽光パネルの概要及び主変圧器の太陽光パネルの概要と設置例は、図 2.2.9-2 及び図 

2.2.9-3 に、太陽光パネルの基礎構造図は図 2.2.9-4 及び図 2.2.9-5 に、パワーコンディショナ

ーの外形図は図 2.2.9-6 及び図 2.2.9-7 に、パワーコンディショナーの架台平面図は図 2.2.9-8

に、変電施設等の外形図（主変圧器）は図 2.2.9-9 に示すとおりである。 

 

表 2.2.9-1 施設の設備諸元 

項目 内容 

太陽光パネル 

種類：単結晶シリコン太陽電池(予定) 

枚数：122,472 枚(予定) (1 枚当たり、約 2,411mm×1,134mm：585W) 

総発電出力：最大 71,650kW 程度（定格出力）（予定） 

パワーコンディショナー 17 台(定格出力 4,200kW/台)(予定) 

昇圧変圧器(副変圧器) 17 台(3,800kVA/台)(予定) 

送電設備(主変圧器) 1 台(70,000kVA)(予定) 

 

表 2.2.9-2 導入予定の太陽光発電設備 

項目 メーカー名 機種名 耐用年数 

太陽光パネル ジンコソーラーホール

ディング 

Tiger Pro 7RL4-TV  565-585 

Watt 

出力リニア

保障 30 年 

パワーコンディショナー Power Electronics HEMK V2 + MV TWINSKID GEN II 

HEMK V2 + MV SKID T2 GEN II 
30 年 
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図 2.2.9-1  

太陽光パネル及び変電施設等の 

設置位置 

  

Ａ区 

Ｂ区 
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単位：mm 

 

厚さ：35 ㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.9-2 太陽光パネルの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーラーパネル（設置イメージ）            パワーコンディショナー・昇圧変圧器イメージ 

 

 

 

図 2.2.9-3 太陽光パネル等の設置例（設置を予定する太陽光発電設備（イメージ）） 

 

 

  

太陽光パネル 
（設置イメージ） 

パワーコンディショナー・昇圧
変圧器イメージ 
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図 2.2.9-4 太陽光パネル架台（側面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.9-5 太陽光パネル架台（断面図） 

  

地上部 

基礎部 

単位：mm 

単位：mm 
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図 2.2.9-9 変電施設の外形図（主変圧器） 
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供用計画 

本施設は遠隔監視により操業し、人員は常駐しない計画である。 

調整池の浚渫頻度は、供用後の点検による土砂の堆積状況により決定する。また、浚渫土につい

ては、調整池付近に仮置き、水切り後、事業区域内の維持管理に伴う補修（法面等）に使用する。 

発電所の運用及び保守・メンテナンスに当たっては、当社のグループ企業が実施する計画であ

る。発電所近隣に現地管理事務所を設置（予定）し、目視による定期巡回（1 週間に 1 回程度訪問

予定）やサーマルカメラによる監視巡回を行い、フェンスの破損等を点検する計画である。さら

に、監視装置を用いて出力の常時監視による故障判定を行い、汚れによる出力低下が判断される

場合には洗浄対応を行う。 

異常時（豪雨時、地震時）は、あわせて事業区域内の排水施設や法面、調整池についても巡視を

行い、災害の発生抑止に努める。 

そのほか年１回（渇水期）に吐口・放流施設等の排水施設に堆積・付着した土砂・ゴミ等の除去

作業を行う。出水後は都度、土砂・ゴミ等の除去を行う。また、太陽光パネル設置位置の地表面は

種子吹付等の緑化に努める。 

 

給排水計画 

本施設は人員が常駐しないため、上水道、下水道、浄化槽等の給排水設備は整備しない計画であ

る。 

改変区域の雨水排水は、場内排水施設を経由し、調整池へ導くものとする。 

雨水排水計画及び排水経路は「2.2.6(8) 工事中の排水に関する事項（a）雨水排水について」に

示すとおりである。 

 

太陽光パネルの処理計画 

対象事業実施区域の太陽光パネルについては、経済産業省の再生可能エネルギー固定価格買取

制度に基づき 20 年間は発電事業を継続して行う計画である。 

20 年後については、国内の電力需要や事業性の再確認を行い、継続して運転が見込めると判断

した場合は、発電事業を継続して行う計画である。 

なお、事業の継続が不可能となった時点で、「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガ

イドライン（第二版）（平成 30 年環境省）」等に従い適正に処理する。 

 

送電計画 

系統連系接続は、中国電力株式会社の接続地点（既設鉄塔）へ行う。対象事業実施区域から系統

連系地点までは、中国電力株式会社の送電線により接続を行う。 
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その他 

 (1) 稼働中及び計画中の太陽電池発電所の状況について 

「環境アセスメントデータベース」（令和 4 年 5 月閲覧、環境省 HP）によると、対象事業実施

区域及びその周囲において、環境影響評価手続が必要となる規模の稼働中及び計画中の太陽電池

発電所は存在しない。 
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